
札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン2019

計画期間：2019 〜2022 年度までの４年間

「未来のさっぽろ」を実現するため施政方
針を踏まえ、計画期間内に重点的に取り
組む課題を重点プロジェクトとして設定
し、組織横断的に取り組み、持続可能な
形でこれらのプロジェクトを推進していけ
るよう、行財政運営に係る取組について
も進めるもの。

医療的ケア児 等の支援体制の充実
小・中学校や公立保育所、児童クラブへの看
護師の配置や、障がい福祉サービス事業所
に対する医療機器等の整備補助の拡充な
ど、医療的ケア児等の支援体制を充実させ
る。

札幌市医療的ケア児等支援機関サポート医師配置業務

事
業
化



札幌市医療的ケア児等
支援機関サポート医師配置業務

札幌市 教育委員会

子ども未来局

障がい福祉課

委託

相談

障害福祉サービス事業所

札幌市立小学校  6校

保育所

札幌市立中学校  1校

札幌市立特別支援学校  2校

相談支援事業所

児童発達支援事業所

学童保育

児童会館

患者本人/ご家族

＜事業目的＞

医療的ケア児者を必要とする障害児・者（医療的ケア児者等）を受け入れ
ている、又は受け入れようとしている障害福祉サービス事業所、障害児通
所支援事業所、学校、保育所などを支援する。

相談に応じて医師などの専門スタッフが適切な支援方法の助言などを行
うことを通じて、地域における医療的ケア児等の健やかな成長をサポート
する。

保健センター他行政窓口

医療機関/訪問看護事業所

サポート医師／
専門職の派遣



事業所等への助言等 新規事業の運営指導
受入状況の確認
（フォローアップ）

事業所等からの相談に応じて、医療的ケ
ア児等の受入れについての情報提供や助
言、技術的な指導、医療的ケア児等の主
治医との調整などを行う。
ご本人や保護者からの相談も受け付け
る。

新たに医療的ケア児等の受入体制を整備
しようとする事業所や法人などからの相談
に応じて、運営についての助言や指導な
どを行う。

医療的ケア児等の受入を開始した事業所
等について、受入状況を確認（フォロー
アップ）し、継続的な受入にあたっての助
言等を行う。

〇事例1：地域の普通小学校に通う気管切開児
について、児童会館館長から気管カニューレの
事故抜去対応を教えてほしいとの依頼を受け
た。医師と多職種チームが訪問。人体模型図を
用いて気管カニューレが挿入されている構造や、
事故抜去時の対応等について説明。

〇事例2：地域の保育所に通う胃瘻のある児につ
いて医師・看護師が保育所を訪問。胃瘻の構造
について説明し、事故抜去時の対応について伝
えた。その後、歯科医師・歯科衛生士が保育所
を訪問、摂食・嚥下について指導・助言を行っ
た。

◯事例：新たに児童発達支援事業所（未就学児
に発達を支援する事業)を開設する事業所管理
者から、気管切開で24時間人工呼吸器を使用す
る小児を新たに受け入れるにあたり、人工呼吸
器の取り扱いや医療機器に配慮した車椅子から
の移乗の方法や抱っこの方法等を教えて欲しい
との依頼を受けた。
　当該児童の利用する短期入所事業所を見学し
てもらい具体的な関わり方を学ぶ場を提供した。
さらに人工呼吸器の取り扱いに詳しい理学療法
士を当該事業所に派遣し、人工呼吸器の操作に
ついて実技指導しながら取り扱いの説明をした。

〇事例1：札幌市教育委員会からの依頼に応じ、
市立の肢体不自由特別支援学校（2校）を対象に
定期的な巡回指導を行っている。管理職、担当
教諭、養護教諭等と情報交換を行い、リスクマネ
ジメントや今後の保護者付き添い軽減に向けた
指導・助言を行っている。

〇事例2：札幌市教育委員会からの依頼に応じ、
地域の小中学校を訪問し、教頭、担当教諭、特
別支援コーディネーター、学校看護師、児童会館
スタッフ等への指導・助言を行っている。家族が
同席することもあり、家族からの依頼を受けて主
治医に連絡し、直接的な診療支援につながった
事例もある。
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北海道医療的ケア児等支援センター

令和3年9月18日施行「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(医療的ケア児支援法)」は医療的
ケア児とそのご家族が適切な支援を受けられるように「医療的ケア児支援センター」を都道府県で設置することがで
きると規定。

北海道では、道内すべての市町村において医療的ケア児が安心して生活できるよう「北海道医療的ケア児等支援
センター」を開設。北海道からの委託事業として医療法人稲生会が運営している。

● 開設日：令和4年6月30日
● 所在地：〒006-0814 札幌市手稲区前田 4条14丁目3-10 (医療法人稲生会内 )
● 開所日：月曜日から金曜日

● 休所日：土曜日、日曜日、祝日及び年末年始

対象となる「医療的ケア児」：
日常生活及び社会生活を営むために恒常的に人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為を受ける
ことが不可欠である児童。(18歳に達し又は高等学校等を卒業したことにより医療的ケア児でなくなった後も医療的
ケアを受ける者のうち引き続き雇用又は障害福祉サービスの利用に係る相談支援を必要とする者を含む。)





北海道医療的ケア児等支援センター
お問い合わせ先

電話番号  050-5443-6064
（対応時間：平日午前9時から午後4時）

メールアドレス

mcc.hokkaido@gmail.com
（24時間いつでも受信可能）

ホームページ

https://mcc-hokkaido.net

mailto:mcc.hokkaido@gmail.com
https://mcc-hokkaido.net


北海道医療的ケア児等支援センター 相談件数
（札幌市サポート医師配置事業は除く/集計期間：2022年6月30日〜8月24日）












